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平成 20年 3月 13日

都道府県労働局総務部 (労働保険徴収部)長 殿

厚生労働省労働基準局

労働保険徴収課長

日本標準産業分類の改定について

標記については､平成 19年 11月 6日付け総務省告示第 618号をもって改

定され､平成 20年 4月 1日より施行 されることとなっているが､その内容につ

いては､別添 1のとお りであるのでお知 らせする｡

なお､今回の改定に伴 う留意事項については下記のとお りであるので､貴職 よ

り関係職員に周知の上､業務に遺漏なきよう取 り計 られたい｡

記

1 平成 20年度の取扱いについて

(1) 平成 20年 9月末までの取扱いについて

現在､労働保険適用徴収システム (以下 ｢システム｣ とい う｡)においては､

各種統計表を作成するために日本標準産業分類 (以下 ｢産業分類｣ とい う｡)

の中分類番号 (以下 ｢現行産業分類｣ とい う｡)によりデータ管理 していると

ころであるが､今般の改定に伴 う新 しい産業分類の中分類番号 (以下 ｢新産

業分類｣ とい う｡)をシステム-対応 させる時期は､平成 20年 9月末を予定

している｡

したがって､システム上､産業分類の中分類番号を登記する必要のある事

業に係 る ｢保険関係成立届 (継続) (事務組合委託届)｣ (帳票種別 3160

0)等については､平成 20年 9月末までは現行産業分類を入力すること0

なお､ 10月以降は新産業分類により入力すること｡

(2) 新産業分類の統計表-の反映時期について

システムにより作成 される各種統計表の うち､産業分類を抽出項 目として

いる統計表については､新産業分類の反映時期を9月報及び半年報か らとす

る｡

なお､今般の改定に伴い､大分類についても新設等の変更がある (別添 2

参照)ため､各種統計表のレイアウ トも変更する｡



2 システムに係 る変換処理について

(1) 本省における一括変換処理について

本省においては､別添 3における中分類ゐ改定を踏まえ､平成 20年 9月

末時点にシステムの適用台帳に登記 されている現行産業分類を新産業分類に

-括変換する｡

なお､現行産業分類が複数の新産業分類に分岐するものについては､原則

として分類名が同じものに変換する｡

(2) 都道府県労働局による処理について

上記 (1)をとより処理 した結果について､変換後の新産業分類が不適当と判断

される場合は､各都道府県労働局において随時訂正入力処理を行 うこと｡

3 その他について

システム処理業務に係 る詳細事項等については､平成 20年度に本省におい

て一括変換処理を行 う前に労働保険徴収業務室から別途通知する.






































































































































































